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欧
洲
-
一
於
ク
ル
工
場
取
替

機
関
ニ
就
一
ア
(
一
)

山

本

美

越

乃

一
園
ノ
野
力
保
全
ノ
目
的
ρ

一
ム
場
法
共
J

他
ノ
傍
働

保
護
一
一
閥
λ

y
法
規
ノ
完
成
ノ
ミ
ニ
依
リ
二
プ
達
也
-
7
y

ペ
キ
モ
ノ
ニ
非
ズ
ジ
テ
、
卒
ロ
是
等
ノ
法
規
ノ
運
用
ノ

巧
拙
及
其
/
費
際
よ
ニ
於
ケ
Y
活
用
ノ
程
度
如
前
回
一
依

1再

審

(第
λ
撹
入
九
O

C 

リ
ア
決
セ
ラ
戸
ペ
キ
モ
ノ
タ

y
、
之
ヲ
先
進
工
業
園
ノ

資
験
品
徴
ユ
戸
毛
、
閣
法
上
努
働
保
護
ノ
規
定
ヲ
設
ケ

タ
U

F

P

今
ヨ

F
凡
y

一
世
紀
前
ノ
ヨ
ト
ナ
η
ノ
ト
雄
ト

司
、
是
等
ノ
法
規
ヲ
連
用
X
Jベ
キ
所
謂
エ
場
監
督
機
関

ナ
Y

モ
ノ
ノ
完
成
ヲ
見
戸
ニ
至
F
迄
円
、
多
ク
ハ
徒
法

定
文
ニ
終
日
夕
戸
ヲ
以
ア
モ
之
ヲ
鐙
λ

戸
コ
ト
ヲ
得
べ

v
、
例
へ
バ
英
図
ニ
於
-
y
ρ
M
7
働
保
護
法
ρ

一
八

C
二

年
ノ
徒
弟
/
保
護
一
一
関
見
戸
線
例
ヲ
以
ア
鴎
矢
1
ナ

ジ
、
爾
恭
一
八
一
九
年
・
二
五
年
及
=
二
年
等
-
一
保
護
法

令
ノ
波
布
ヲ
見
タ
リ
ト
雄
ド
モ
一
八
三
三
年
-
一
工
場

監
督
ノ
制
度
ヲ
設
ク
山
て
一
一
主
Y

迄
ρ

共
ノ
質
放
ヲ
翠
グ

y

ヨ
ト
能
ρ

ズ
ジ
ア
止
ミ
、
偽
閤
，
一
於
ア
ヱ
労
働
ノ
保

護
品
開
ス
戸
線
例
ρ

一
八

O
六
年
-
一
初
メ
ア
設
布
セ
ラ

v
、
共
ノ
後
一
八
一
三
年
二
四
年
・
四
一
年
・
四
八
年
・

五
一
年
及
六
六
年
等
ニ
相
次
デ
法
令
ヲ
溌
布
ジ
タ
Y

モ

一
八
七
同
年
エ
胸
骨
働
監
督
機
関
ノ
設
置
セ
ラ
y

y

迄

二

保

護
ρ

軍
二
且
円
ノ
名
ノ
ミ
ラ
止
?
?
、
濁
逸
-
一
於

ア
ハ
一
↓
八
三
九
年
一
二
初
j

ア
少
年
帥
労
働
者
ノ
工
場
使
傭

-
ぶ
闘
旦

Y

規
定
ヲ
設
ヶ
、
次
J
7

一
八
四
五
年
・
五
三
年
・

六
一

l
二
年
及
大
九
年
等
-
一
工
業
法
ノ
溌
布
ヲ
見
タ
戸



一
入
七
八
年
ユ
是
等
ノ
法
規
ノ
智
一
行
J

プ
庇
蹴
λ

ペ

キ
特
別
ノ
機
関
ヲ
設
ク
戸
ニ
至
v
y
迄
つ
殆
ン
ド
有

名
無
賃
ニ
終
p
、
現
太
利
一
一
於
一
プ
モ
既
二
七
八
六
年

以
後
傍
働
保
護
法
ノ
制
定
-
一
苦
心
ジ
二
七
八
七
年
・
一

八
O
芳
年
・
ヱ
ハ
年
・
四
二
年
・
四
六
年
・
五
四
年
及
五
九

牟
等
/
法
令
-
一
依

y
-
7
漸
次
保
護
規
定
ア
完
成
v
p
y

t
一
八
八
三
年
ユ
労
働
殿
替
機
関
ノ
設
ケ
7
v
y
ニ

室
町
迄
円
、
共
ノ
品
目
果
頗
戸
落
ク
、
瑞
西
-
一
於
ア
モ
各

聯
邦
ρ

夙
立
労
働
保
護
法
ヲ
制
定

v
p
u
p
宅
、
其
ノ
資

際
上
ノ
炊
果
ア
生
一
λ

戸
三
出
エ
v
y
ρ

一
八
五
九
年
つ
l

h
J
ひ
ニ
特
別
ノ
監
督
機
関
ヲ
設
ク
、
次
デ
一
八
七
七
年

-
一
聯
邦
工
場
最
替
機
関
ノ
設
賢
セ
一
プ
レ
タ
戸
以
後
ノ
ヨ

ト
ニ
一
周
三
共
ノ
他
各
園
ノ
妙
働
保
護
-
一
関
λ
y
法
令

ρ

何
レ
モ
皆
監
督
機
関
ノ
完
成
7
待
三
初
メ
ア
其
ノ
目

的
7
法
V

F

Y
コ
ト
ヲ
事
宜
上
-
一
読
明
シ
ア
ツ
ア
?
。

此
ノ
如
ク
工
場
監
督
機
関
ノ
完
否
山
捺
倒
保
護
法
ノ

苑
活
ヲ
制
見

Y
重
大
問
題
ナ
リ
ト
雄
ド
ミ
翠
ニ
斯
カ

戸
機
関
ヲ
設
ク
Y

ノ
ミ
ニ

-7ρ

宋
グ
以
ア
足

v
p
ト
セ

ズ
シ
一
ア
、
該
機
関
ノ
有
λ
y
権
限
・
其
ノ
監
寄
方
法
・
監

存
者
ノ
人
物
・
員
数
及
他
ノ
機
闘
-
一
依
P
ア
興
へ
-
フ

y
y

雑

弓~
守

錦

肱
洲
一
一
於
ク
ル
工
場
監
督
機
嗣
ェ
就
一
γ
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援
助
ノ
程
度
等
円
、
克
v

一
傍
働
保
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法
ノ
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間
ニ
至
大

ノ
閥
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戸
ガ
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一
、
工
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闘
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設
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-
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闘
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。
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湖
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械
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工
場
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安
田
魯
西
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督
官
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ヲ
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擦
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ニ
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/
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域
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侵
λ

コ
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ナ
キ
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一
民
V
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採
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セ
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於

7
1
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カ
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ズ
シ
ァ
、
各
監
督
官
二
復
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セ
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切
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事

•• 

務
ニ
快
山
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主
義
ヲ
採
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於
7
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一
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所
管
ノ
一
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統
一
機
閥
存
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ガ
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官
ρ

エ
場
駿
督
-
一
関
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戸
一
切
ノ
権
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掌
握
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某
ノ
下
五
各
部
/
専
門
的
ノ
監
督
機
関
・
各
地
方
ノ
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督
機
闘
・
下
級
ノ
監
督
機
凶
特
ヲ
置
て
叉
其
/
職
務
-
一

閥
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毛
先
グ
監
督
ス
ペ
キ
場
所
?
工
場
及
仕
事
場
ノ

二
種
ニ
分
子
、
更
ュ
工
業
ノ
種
類
同
一
感
ジ
ア
特
別
ノ
監

督
機
関
(
例
へ
バ
危
険
工
業
監
督
官
・
電
気
工
業
監
督
官
・

織
物
工
業
託
督
官
等
ノ
緩
)
ア
設
ゲ
、
互
ニ
相
侵
λ

ォ

・
・
・
・
・

ト
ナ
カ
ラ
シ
ム
、
然
y
-
一
普
魯
西
及
瑞
西
等
-
一
於
一
Y
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斯
カ
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統
一
的
ノ
監
督
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官
ヲ
有
セ
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、
従
ア
各
地
方

ノ
髭
督
官
ハ
其
ノ
地
方
-
一
於
ケ
Y

長
ト
ジ
一
プ
、
自
己
/

責
任
7
以
ア
常
該
地
域
内
一
一
於
ケ

w
一
切
ノ
工
場
ニ
封

λ

と
監
督
ヲ
行
ヌ
ノ
主
義
-
一
依
v
リ
、
(
普
魯
西
以
外
ノ

濁
逸
詩
州
ρ

医
々
ニ
ジ
ア
、
例
ヘ
バ
ば
!
で
ん
ノ
如
キ

ハ
有
力
ナ
Y

中
央
監
督
機
関
ヲ
有
ス
戸
毛
、
ば
い
ゑ
る

ん
及
ざ
〈
せ
ん
ノ
如
キ
円
折
中
主
義
ヲ
探
Y

等
州
-
一

••• 

依
1

7

一
定
セ
ズ
)
、
填
太
利
一
一
於
-
一
7
ρ

商
務
省
/
所
管

-一一周セ

Y
中
央
監
督
機
関
存
て
其
ノ
下
ユ
一
地
方
監
督

機
関
ヲ
隷
鳳
セ
ジ
ム
戸
毛
、
地
方
監
督
機
閥
A

地
方
長

官
ノ
指
揮
ヲ
受
ク
Y

制
度
-
一
依
げ
ヲ
以
-
プ
、
中
央
監
督

機
関
ノ
権
限
A

英
園
J

如
ク
子
大
ナ
ラ
ズ
、
叉
普
混
ノ

監
督
官
ρ

一
初
ノ
監
督
事
務
-
一
閥
奥
ス
H

ノ
様
ヲ
有
ス

y
t
或
種
ノ
事
業
倒
ヘ
バ
建
築
業
・
運
送
業
等
ノ
如

•• 

キ
ユ
掛
グ
ア
ハ
別
-
一
一
監
督
官
ヲ
設
ク
、
働
園
ニ
ア
ハ
中

央
政
府
-
一
於
ケ
戸
傍
観
局
長
工
場
監
督
ノ
責
任
ヲ
有
ス

y

壬
、
資
際
上
ρ

各
部
ノ
監
叔
官
官
及
其
ノ
下
ユ
各
地
方

ノ
監
督
官
ヲ
置
キ
、
是
等
ノ
機
関
ヲ
シ
ア
自
己
ノ
責
任

ヲ
以
7
監
督
事
務

4

一
瞥
ア
ジ
メ
ッ
、
ア

9
。
畑
町
働
ノ
保

護
ρ

会
凶
ヲ
遁
ジ
一
プ
一
様
ナ
ラ
V

ム
戸
ヨ
ト
ヲ
要
三

雑

銑

欧
洲
一
一
於
ケ
ル
ヱ
揚
監
督
機
附
-
一
蹴
テ
ご
)

各
地
監
督
官
ヲ
異
ニ
ス
Y
-
一
従
ヒ
叉
其
/
保
護
ノ
程
度

ヲ
モ
呉
ニ
兄
庁
ガ
如
キ
〈
濁
リ
努
働
階
級
ノ
不
幸
タ

戸
ノ
ミ
ナ
ヨ
f
、
該
地
万
ノ
工
業
ノ
援
態
上
-
一
モ
能
響

ス
と

m頗
戸
大
ナ
庁
ヲ
以
プ
、
工
場
監
督
機
闘
ハ
会
副

ヲ
遁
ジ
ア
之
ヲ
統
一
ス

Y

ノ
必
要
ア
戸
ヨ
ト
ハ
多
一
回
ロ
ヲ

須
キ
ズ
、
故
ニ

4A7組
織
-
一
閥

v-一ア
ρ

中
央
統
一
制
ρ

地
方
分
権
制
-
一
優
レ
戸
コ
ト
溢
カ
ナ

9
ト
吉
川
ザ
戸
ペ

カ
ラ
ズ
。

=
他
ノ
統
治
機
腕
ト
ノ
関
係
之
ニ
閲
シ
ア
モ
亦
各
園

(
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業
ノ
制
度
ヲ
一
-
プ
ヒ
ズ
、
倒
閣
及
白
耳
義
等
ノ
如
寺
山

工
場
ノ
監
督
ρ

全
然
厳
督
機
関

d

二

任

γ

他
ノ
統
治

機
関
ノ
奥
プ
戸
援
助
ハ
唯
僅
カ
ェ
起
訴
及
裁
剣
事
項
ノ

•• 

ミ
ニ
限
ク
庁
、
-
一
反
シ
、
英
図
ニ
於
-Yρ

各
地
方
鹿
毛

亦
工
場
監
督
機
関
ト
協
力
ジ
ア
努
働
保
護
法
ノ
賓
行
品

努
j

、
殊
ニ
仕
事
場
内
ノ
衛
生
事
項
一
一
一
閥
シ
ア
ハ
周
到

•• 

ナ

w
注
意
7
怠
フ
ズ
、
然
Y
-
一
獅
逸

J

一於一ア
ρ

努
働
保

護
法
ノ
執
行
ρ

賓
際
上
ハ
イ
工
場
街
生
・
安
全
及
一
般

工
業
上
ノ
事
項
-
一
一
蹴
シ
ア
監
督
権
ヲ
有
1

F

工
業
監
督

機
関
何
不
慮
ノ
災
児
ノ
防
止
-
一
闘
シ
ア
責
任
ヲ
有
セ

U
F

保
険
監
督
機
関
ハ
一
方
-
一
於
ア
ρ

白
一
フ
工
場
ヲ
監

(
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雑

欧
訓
一
一
決
ム
ツ
ル
工
場
証
督
機
閥
ニ
蹴
テ
(
一
)

銀

督
一
v
-
7
各
種
ノ
統
計
的
責
料
ヲ
蒐
集
4
A
Y
ト
共
-
一
一
他
方

-一於
-fρ

司
法
上
及
行
政
上
ノ
庭
分
ノ
強
制
ヲ
挙
ド
ル

•• 

警
察
機
関
之
ニ
捌
奥
シ
、
瑞
西
二
於
7
ρ

聯
邦
工
場
監

督
機
関
ト
各
州
工
場
監
一
管
機
閥
ト
ノ
間
-
一
つ
明
カ
ニ

管
轄
事
務
ノ
分
掌
存
え
勢
働
保
護
法
ノ
強
制
ニ
ハ
町
辛

口
地
方
箸
察
機
関
及
各
州
官
賑
之
ュ
嘗
Y
7
、
ア
リ
、

r
r
rニ
於
日
プ
モ
亦
エ
場
監
督
機
関
ト
地
方
官
藤
ト
ノ

間
ニ
職
務
ノ
易
構
行
ハ
ピ
労
働
保
護
法
ノ
強
制
及
一

般
取
締
事
項
ハ
地
方
官
師
陣
ノ
責
任
-
一
陽
セ
シ
ム
。
此
ノ

如
ク
捗
働
保
護
法
ノ
執
行

J

一
関
シ
ア
諸
積
ノ
機
関
ノ
協

力
λ
y
コ
ト
コ
一
万
二
尽
yρ

工
場
監
督
機
関
ノ
負

植
田
ヲ
軽
減
セ
シ
メ
、
専
心
自
己
ノ
管
掌
事
務
一
注
意
セ

シ
ム
戸
コ
ト
ヲ
得
Y

ノ
利
ア
ゾ
ト
雄
ド
ミ
亦
他
方
ニ

於
7
ρ

各
機
関
互
ニ
分
立
セ
戸
ノ
結
果
段
叔
百
二
関
ス
戸

意
見
ノ
一
致
ヲ
挟
キ
、
従
一
プ
相
互
ノ
同
ニ
佐
々
』
札
機
ヲ

生
ズ
Y

ノ
原
因
ト
ナ
Y

コ
ト
ア
リ
、
放
ニ
他
ノ
機
関
ヲ

ジ
ア
協
力
セ

γ
メ
y

ト
欲
セ
ぺ
少
ク
ト
モ
監
督
事

項
ニ
捌

V

7

1
最
後
ノ
決
定
権
ρ

常
ニ
之
7
専
門
ノ

工
場
監
督
機
関
-
一
興
7

Y
ノ
主
義
-
一
出
-7
ザ
F

ベ
カ
ラ

ズ
、
然
ラ
ズ
ン
バ
却
-7
保
護
法
ノ
質
数
ヲ
妨
グ
戸
/
虞

第一一
T
巷

第
六
競
八
九
四
}

回

V

ア
n
y
o

z一
特
殊
ノ
工
場
監
替
機
関
工
場
勢
働
保
護
ノ
問
題
ρ

街
生
・
保
健
及
醤
畢
上
ノ
諸
種
/
問
題
ト
最
モ
密
接
ナ

y
閥
係
ヲ
有
λ

F

ヲ
以
7
、
闘
一
一
依
7
4
7
C特
L

此
種

ノ
専
門
的
知
識
ヲ
有
セ

w
既
督
機
関
ヲ
設
ク
y

t

t

ノ
ア

... 。.

リ
、
例
へ
バ
英
幽
及
白
耳
義
等
戸
一
於
一
7
ρ

工
場
監
督
機

胸
中
一
一
特
ニ
同
督
官
部
ヲ
設
グ
、
事
誠
及
経
験
-
一
富
メ
戸

醤
撃
者
ヲ
シ
ア
之
ガ
長
タ
一
フ
シ
メ
、
共
ノ
下
ニ
替
血
中
上

ノ
知
識
ヲ
有
セ
戸
専
門
家
ヲ
隷
属
セ

V

メ
ア
、
工
場
勢

働
ニ
件
ヌ
特
殊
ノ
疾
病
・
危
険
及
保
健

4

一
闘
A

Y

問
題

ヲ
碗
究
セ
シ
メ
♂
ツ
ア
リ
、
然
V

ド
毛

M

働
関
・
瑞
西
・
旗

太
利
・
普
魯
西
及
珊
遺
聯
邦
ノ
多
ク
ハ
味
ダ
斯
力
庁
特

殊
ノ
工
場
監
督
機
闘
ヲ
有
セ
ズ
、
階
瑞
西
-
一
於
一
プ
ハ
必

要
ア
Y
場
合
-
一
ハ
工
場
鼠
督
官
ρ

署
名
ノ
醤
師
ノ
意
見

?
聴
キ
テ
監
替
事
務
ヲ
遂
行
三
襖
太
利
-
一
於
一
7
ρ

欝

率
上
ノ
専
門
的
知
識
ヲ
有
セ
戸
顧
問
7
置
キ
一
プ
共
ノ
意

見
ヲ
徴
A

Y

ヨ
ト
ト
シ
、
普
魯
西
-
一
於
ア
ハ
街
生
上
危

険
叉
ρ

有
害
ノ
虞
V
7
Y
工
場
ノ
監
督
ニ

ρ

先
グ
其
/

地
方
ノ
皆
同
ア
ジ
ア
鑑
定
セ
ジ
ム
戸
/
方
針
ヲ
採
V

9
0
要
見
戸
ニ
工
場
監
督
聾
官
ノ
制
度
七
現
今

F

一於



ア
ハ
来
F
神
山
ク
各
園
-
一
探
用
セ
一
プ
U
F
M
F

二
宇
一
-
フ
ズ
ト
雄

ド
宅
、
労
働
保
護
ノ
問
題
ヲ
根
本
的
-
一
解
決
セ

Y

ト
欲

也
バ
、
斯
カ
戸
特
殊
ノ
機
鯛
ノ
カ
ニ
倹
タ
ザ
Y

ペ
カ
ラ

ザ
戸
モ
ノ
茜
ダ
多
当
ヲ
以
ァ
、
将
来
』
慎
重
ナ
戸
攻
究

ヲ
裏
λ

ペ
キ
問
題
タ
リ
、
現
一
一
英
・
向
等
ノ
質
験
ニ
徴
ス

戸
毛
工
場
監
督
欝
官
ノ
第
働
保
護
問
題
一
一
寄
奥

γ
タ
戸

功
績
ρ

決
ジ
ア
砂
少
+
リ
ト
セ
ズ
。

次
ニ
女
子
ア
工
場
監
督
官
ト
ナ
ス
ノ
可
否
戸
一
闘
が
ア

コ
従
来
各
閣
-
一
於
-
プ
議
論
ノ
存
セ
ジ
所
ナ
戸
毛
、
近

時
ハ
一
般
ニ
女
ヱ
ヲ
使
傭
ス
ル
工
場
ノ
監
督
者
円
叉
女

子
ヲ
以
ニ
ア
遁
任
ト
ナ
ス
読
勝
利
ヲ
制
ジ
、
英
園
ノ
如
キ

ρ

既
ニ
二
十
名
ノ
女
子
単
督
官
ヲ
有

λ

戸
ノ
ミ
ナ
ラ

ズ
、
彼
等
ρ

男
子
ノ
際
骨
官
ト
ハ
金
ク
分
立

ν-7別-一

一
部

7
形
遣
リ
ツ
ツ
ア
リ
、
主
〈
ノ
他
ノ
諸
国
一
戸
於
-7
ハ

•••••••• 
品
開
園
ρ

十
八
名
・
抽
出
太
利
ハ
五
名
・
白
耳
義
ρ

一
名
ノ
女

@@・・・・・

子
監
督
官
ヲ
置
グ
て
普
魯
西
及
瑞
西
聯
邦
-
一
於
ア
ハ

来
ゲ
女
子
ヲ
以

7
監
替
官
ト
ナ
ザ
ズ
、
英
図
以
外
ノ
諸

園
F

て
7

A
女

子

取

替

官

職

務

ノ

執

行

二

主

「

Y
-
7

女
工
及
幼
少
年
工
ヲ
使
傍
セ
庁
小
工
場
二
限
ア
-
フ
レ
、
叉

其
ノ
地
位
ρ

一
般
三
弟
子
ノ
監
督
官
-
一
比
較
ス
エ
府
ρ

牽佐

録

肱
測
ニ
於
ク
ル
工
場
監
督
機
闘
二
回
テ
(
一
)

噌，

低
位
ユ
在
9
0
女
子
ハ
共
ノ
性
質
上
男
子
ヨ
リ
毛
細
必

ノ
注
意
ヲ
怠
ア
ザ
U
F

ヲ
以
ア
、
女
工
及
幼
少
年
工
ヲ
使

傭
セ
戸
工
場
一
一
於
-
プ
円
、
女
子
ノ
厳
督
官
ハ
男
子
ノ
監

督
官
，
一
北

γ
一
プ
逢
カ
ニ
努
働
者
ノ
一
境
遇
及
彼
等
ノ
希
望

ア
理
解
ジ
得
ケ

ι

使
ア
リ
、
故
一
一
相
嘗
ノ
資
格
7
有
1

Y
4
a
ρ

女
子
ト
難
ド
モ
特
殊
労
働
ノ
監
督
ノ
任
ニ
醤
ラ

V

ム
戸
三
於
三
宅
モ
不
可
ナ
Y
理
由
ア
戸
ヲ
見
ズ
よ

然

ν
ド
モ
弊
働
者
中
ヨ
リ
工
場
聡
督
官
ヲ
採
用
ス

y

ノ
可
否
=
調
ス
戸
議
論
二
女
子
殿
督
官
ノ
可
否
問
題

ヨ
リ
ρ

一
層
重
大
す
戸
問
題
}
シ
一
ア
努
働
階
級
間
品
抑
制

心
ニ
論
議
セ
一
フ
ピ
工
場
努
働
-
一
多
事
ノ
綴
験
ヲ
有
ジ

且
ッ
人
格
優
秀
ナ
か
戸
第
働
者
ヲ
最
初
川
下
級
ノ
監
督
官

ト
ナ

v、
漸
次
之
ヲ
上
級
ノ
監
督
官
ニ
採
用
λ
y
ノ
強

7
閲
ク
ペ
ジ
ト
ノ
議
つ
従
来
各
園
ノ
勢
働
階
級
閥
ユ

於
ケ
戸
有
力
ナ
Y

一
主
張
タ
?
雄
ド
毛
、
之
ニ
封
V

7
ρ

叉
政
府
嘗
局
及
現
在
ノ
駁
督
官
中
-
一
モ
反
動
ノ
意

見
7
有
ス
戸
者
砂
ナ
カ
ア
f
、
蓋
vy
工
場
監
督
ノ
任
務

ハ
業
主
及
努
働
者
ノ
双
方
ニ
甥

γ
ア
極
メ
テ
会
卒
ナ
戸

地
位
ニ
立
チ
、
会
副
T
ナ
ル
意
見
ヲ
有
セ
ル
者
ユ
ア
ヨ
ザ

戸
ヨ

"J
川
、
英
ノ
質
績
ヲ
奉
グ
w
F

コ
l
難
キ
ヲ
以
-7
、
反
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雑

続

肱
洲
ニ
於
ケ
ル
工
場
監
督
欄
嗣
-
一
蹴
テ
(
一
}

調
読
ρ

相
蛍
ノ
理
由
ナ
キ
一
一
ア
一
フ
ズ
ト
維
ド
モ
、
若
リ
γ

其
ノ
人
格
・
教
育
防
止
訓
練
等
一
一
於
一
プ
監
督
官
タ

Y

二
週

ス

w
者
ア
一
フ
パ
、
畑
町
働
者
タ
戸
ノ
故
7
以
7
妄
リ
ュ
之

•• 

ヲ
拒
否
月
ペ
キ
ニ
非
。
ス
ト
信
ズ

U

英
園
ニ
於
一
プ
ハ
工
場

駿
替
機
閥
7
上
下
二
級
-
一
分
チ
、
下
級
ノ
監
督
機
関
日

努
働
階
級
中
ヨ

9
之
ヲ
選
任
λ

戸
ノ
方
針
7
採

p
、
共

v

ノ
敷
既

J

一
五
十
銭
名
ノ
多
キ
ニ
達
ジ
ツ
ツ
ア

p
、
固
ヨ

リ
是
等
ノ
下
級
監
督
者
ノ
地
位
三
普
遜
ノ
監
叔

Z
E

比
較
ス

Y
勝
目
凡
-7
ノ
酷
守
一
於
-7
劣

v
p
ト
雄
ド
毛
、

其
ノ
成
績
ρ

必
一
フ
ズ
シ
そ
反
封
論
者
ノ
憂
7

Y
ガ
如
ク

-
@
・
・
・
・

ユ
劣
等
ナ
リ

t
稿
ス

Y

7
得
ズ
、
崎
明
太
利
及
白
耳
義
等

ニ
於
-
ア
モ
亦
努
働
階
級
中
ヨ
リ
工
場
躍
督
者
ヲ
探
用
ジ

•• 

7
特
別
ノ
任
務
-
一
首
-7γ

メ
7

7
ア

戸

ミ

濁

逸
J

一日成

-
7
H
一
聯
邦
中
少
数
ノ
邦
持
ヲ
除
ク
外
ρ

来日付
J

庚
ク
此
ノ

••• 

制
度
7
質
行
マ
ハ
庁
ニ
至
ラ
ズ
、
偽
園
及
瑞
西
等
-
一
於
一
プ

モ
亦
同
ジ

ot

四
工
場
監
督
官
ノ
任
用
資
格
エ
場
監
督
ノ
任
務
ノ
遂

行
ニ
ハ
人
格
及
率
識
以
外
二
料
験
ヲ
要
λ

F

ヨ
ト
頗
庁

大
ナ
Y
7
以
一
プ
、
歌
山
山
諸
園
ニ
於
一
プ
7
4
7
以
-
プ
他
J

専
門
業
ト
同
ジ
ク
一
種
ノ
専
門
的
ノ
職
業
ト
看
倣
三

第
三
容

鋼
大
脇
入
九
六

一占ノ、

大
過
ナ
キ
限
リ
ニ
成
戸
ペ
ク
永
績

γ
ア
其
ノ
地
位
ヲ
保

有
セ
ジ
ム

Y

ノ
方
針
7
探
v
q
¥

而
ジ
テ
採
用
年
齢
片

道
常
二
十
五
歳
以
上
(
英
圏
三
二
十
歳
以
上
エ
シ
ア
厳

重
ナ
こ
準
備
的
教
育
ノ
兎
了
ヲ
必
要
ト
ス
、
此
ノ
如
ク

相
官
ノ
準
備
ト
専
門
的
知
識
ノ
修
得
7
必
要
ト
ナ
ペ
カ

故
三
年
少
者
火
山
中
年
一
一
至
F
7
他
ノ
職
業
ヨ
?
輔

ゼ

y
ト
Z
F
J
J
如
キ
者
ニ
円
殆
y
ド
採
用
ノ
途
ナ
三

工
場
監
督
官
ノ
候
補
首
相
ノ
選
定
ニ
闘

V
7
1
各
園

共
ニ
科
事
的
知
識
・
技
術
的
訓
錬
及
其
ノ
他
ノ
必
要
ナ

戸
資
格
以
外
一
長
そ
人
格
-
一
重
キ
ヲ
置
キ
、
荷
ク
モ
人

格
上
戸
一
線
F
F
腕
ア
戸
時
円
仮
令
他
ノ
要
件
ヲ
完
全
-
一

•• 

具
備
セ
Y

者
ト
雄
ド
三
断
ジ
テ
之
ヲ
採
用
セ
-
ス
、
英
園

二
股
-7
内
工
場
監
督
長
官
叉
ρ

其
ノ
代
理
官
ハ
琢
メ
候

補
者
ノ
人
物
及
資
格
」
一
一
闘
シ
ア
精
密
ナ
声
明
制
査
7
遂

グ
、
夏
ニ
親
γ

グ
之
ト
接
見
シ
ア
受
験
資
格
ノ
有
無

ヲ
定
メ
、
然
Y

後
任
用
試
験
ヲ
施
行
ジ
ア
其
ノ
採
否
ヲ

•• 

決
ス
ル
ノ
主
義
ヲ
採

p
、
濁
逸
-
一
於
7

J

任
用
試
験
施

行
前
-
一
候
補
者
/
資
格
ヲ
具

γ
4
7
大
臣
ノ
承
認
ヲ
経
ル

••• 
7
要
三
填
太
利
ニ
於
-
一
ア
ρ

資
格
審
査
委
員
7
任
命
V

7
之
-
一
金
権
ヲ
托
ジ
ツ
ツ
ア
リ
、
此
ノ
如
ク
監
督
官
ノ

勢例之 B?dcll.Bayern. Hessen， Rremen， Sachsen，五1，回 Lcithringen，WiirttPl11' 

berg等
帯*Philippovl仁11.a. a. Q. S. :164 



採
用
-
一

ρ

各
一
幽
共
-
一
頗
戸
慎
重
ノ
注
意
7
加

Y
7以
一
気
等
ノ
専
門
家
ヨ
リ
選
任
セ
ヌ
戸
、
任
用
試
験
ノ
最
モ

ア
其
ノ
結
果
ハ
甚
ダ
頁
好
ナ

P
ト
三
人
物
試
験
以
外
一
段
ナ
戸
川
普
魯
西
・
ぎ
く
せ
ん
及
品
開
闘
等
ナ
u
ノ
ト
ス
。

.

.

.

 

一

ノ
試
験
-
一
瞬
シ
ア
ρ

園
-
一
依
ソ
-
一
ア
異
ナ
リ
ノ
、
普
魯
西
及
↑
常
督
機
関
ノ
組
織
-
一
閥
γ
-
7
地
方
分
権
制
ヲ
探
用
セ

多
数
ノ
獅
逸
聯
邦
誇
州
ニ
於
ア
円
高
等
ナ
戸
技
術
上
ノ
一
戸
園
ニ
在
9

7
つ
提
督
者
中
回
一
職
務
ノ
分
櫓
竹
刀

V

訓
錬
-
一
室
キ
ア
置
ク
ガ
故
ニ
、
濁
逸
ノ
工
場
監
事
甘
官
A

-

ザ
Y
7
以
一
プ
、
其
ノ
人
選
ニ
際
シ
一
プ
モ
技
術
的
訓
練
-
一

欧
洲
各
園
ノ
監
督
官
中
長
モ
技
術
的
ノ
知
識
二
百
メ
一
最
モ
重
キ
ヲ
置
ク
モ
、
中
央
統
一
制
ヲ
探
用
セ
U
F

園-一

り
、
然
戸
一
一

rM閏
ユ
於
一
7

ρ

監
督
官
中
一
一
技
術
者
モ
固
一
於
-
7
ρ

職
務
ノ
分
槍
行
ρ

ぺ
技
術
的
方
面
/
監
督
-
一

ヨ
リ
少
ナ

f
フ
ズ
ト
雄
ド
モ
、
一
般
-
一
之
7
諭
ズ
戸
時
一

ρ

上
級
監
督
信
之
二
百
リ
、
普
通
ノ
監
督
官
ρ
草
ニ
法

ハ
探
用
ノ
標
準
一
ア
技
術
的
知
識
ノ
多
少
ヨ
リ
ρ

、
寧
ロ
一
規
/
執
行
-
一
任
ズ
戸
一
一
過
ギ
ザ
Y

ガ
故
-
一
、
技
術
的
方

選
義
的
概
念
ノ
強
弱
-
一
置
カ

γ
ト
ス
戸
毛
ノ
ノ
如

γ
、
一
一
山
-
一
闘
ス

Y
完
全
ナ
F

知
識
7
必
要
ト
ゼ
ス
、
例
へ
バ

・

・

一

偽
圃
ノ
制
度
そ
亦
英
圏
一
似
タ
戸
モ
、
英
園
ヨ
リ
ρ

多
一
濁
逸
-
一
於
7
ハ
各
監
督
官
ρ
英
国
如
キ
上
級
監
督
官

少
技
術
的
方
面
-
一
重
キ
ヲ
置
寺
、
殊
ニ
競
争
誠
験
-
一
於
一

7
有
セ
ザ
士
プ
以
7
、
白
一
ア
監
督
-
一
関
月
戸
一

mw
ノ
事

F
7
H
技
術
上
ノ
知
識
ρ

最
モ
重
要
ナ
Y

一
科
ヲ
成
セ
リ
、
一
項
ヲ
慮
理
セ
ザ
w
F

ペ
カ
ラ
ザ
Y

ョ
リ
、
監
督
￥
項
中
最

-

-

-

一

襖
太
利
-
一
-
プ

ρ

工
場
監
督
官
ρ

機
械
・
化
皐
及
電
気
ノ
一
モ
困
難
-
一
シ
-7
然
カ
モ
最
モ
重
要
ナ
Y

技
術
的
方
面
-
一

三
専
門
家
-
一
分
レ
、
技
術
家
以
外
ノ
者
円
其
ノ
数
多
ヵ
一
関
見
戸
完
全
ナ
片
知
識
7
採
用
保
件
ノ
一
ト
ナ
ス
毛
、

-

-

-

一

ラ
ズ
、
白
耳
義
ニ
於
-
一
ア
ρ

特
ニ
任
用
誠
験
ヲ
行
ρ

ズ
V

一
英
図
-
一
於
ア
ρ

然
↑
フ
ザ
山
戸
ガ
如
キ
且
E

V

ナ
リ
。

-7
候
補
者
中
ヨ
リ
大
臣
之
ヲ
選
任
そ
但
V
其
ノ
多
ク
一
倫
ホ
工
場
監
督
官
ノ
員
数
-
一
闘
ジ
ア
ハ
従
来
各
園
-
一

ρ

披
術
家
・
祉
合
的
事
業
品
従
事
セ
戸
者
・
若
ク
バ
勢
働
一
於
7
英
ノ
敷
ノ
過
少
-
一
失
z
y
ノ
非
難
ナ
キ
ュ
非
ズ
ト

者
中
ノ
老
錬
家
ヨ
リ
採
用
セ
ラ

y
、
瑞
西
-
一
一
ア
ρ

監
督
一
雄
ド
モ
遁
嘗
ナ
Y

員
数
ノ
決
定
ρ

頗
Y

困
難
ナ
戸
問
題

官
ノ
員
数
ρ

比
較
的
少
夕
、
主
ト
ジ
ア
機
械
・
化
事
・
電
一
一
一

v-7
、
殆
ン
ド
其
ノ
標
準
ヲ
幾
見
ス
戸
ヨ
ト
能
ハ
ズ
、

幸世

繰

肱
洲
一
一
於
ケ
ル
工
場
蛍
督
機
関
エ
蹴
ヂ
{
ご

第

容

(
第
六
競
入
九
七
}

七



雑

線

人
口
ト
労
銀
ノ
趨
勢

蓋
V
工
場
監
督
ノ
任
務
ρ

共
ノ
性
質
上
横
メ
ア
複
雑
セ

y
ノ
ミ
ナ
ラ
ゼ
時
ト
所
ト
ニ
櫓
ジ
-
ブ
繁
簡
ノ
度
又
一

様
ナ
フ
ザ
戸
カ
故
三
一
蹴
督
官
ノ
搾
任
シ
得
ペ
キ
職

務
ノ
分
量
ヲ
珠
測

v-プ
、
業
ノ
員
数
ノ
概
略
勺
定
ム

y

ヨ
ト
難
キ
事
情
7

y
ヲ
以
一
7
ナ

y
、
故
ι
濁
逸
ノ
如
キ

川
既
ニ
一
週
ベ
タ
戸
ガ
如
ク
保
険
日
皆
川
替
機
闘
及
警
察
機
関

ヲ
ジ
ア
工
場
監
督
ノ
職
務
7
適
宜
補
佐
セ
ジ
ム

Y

ノ
方

針
ヲ
採
九
叉
叩
究
開
門
一
於
7
ρ
地
方
衛
生
吏
員
ヲ
ジ
ア

之
ヲ
補
佐
セ
シ
メ
、
瑞
町
一
一
於
ア
ρ

聯
邦
監
督
官
ρ

各

州
監
督
官
ノ
援
助
ヲ
受
ク
Y

ヨ
ト
二
依
リ
ア
員
数
ノ
不

足
ヲ
補
ヒ
ツ
ツ
ア
リ
。
{
未
完
)


